




 

 

物品購入契約書 

 

久喜市（以下「発注者」という。）とリコージャパン株式会社 デジタルサー

ビス営業本部 埼玉支社 公共文教営業部（以下「受注者」という。）とは、下

記物品の購入に関し、次のとおり契約を締結する。 

  

（契約物品及び規格数量） 

第１条 契約物品及び規格数量は、次のとおりとする。 

 （１）品名 

    久喜市立小・中学校 学習用端末 

 （２）規格 

    仕様書のとおり 

 （３）数量 

    仕様書のとおり 

 

（契約金額） 

第２条 契約金額は、金８７４，６２１，４４０円（うち取引に係る消費税及

び地方消費税の額は、金７９，５１１，０４０円）とする。 

  ただし、設定設置等作業として、金１２，５６６，４００円（うち取引に

係る消費税及び地方消費税の額は、金１，１４２，４００円）とする。 

 

（納入期日及び場所） 

第３条 受注者は、令和７年１２月２５日までに契約物品を発注者が指定する

場所に納入するものとする。ただし、天災地変等発注者がやむを得ない理由

と認めたときは、この限りではない。 

２ 前項による契約物品の納入は、第５条第２項の検査に合格したときに、こ

れを完了する。 

 

（契約保証金） 

第４条 契約保証金は免除とする。（久喜市契約規則第２７条第３号に該当） 

 

（検査） 

第５条 受注者は、契約物品を納入しようとするとき及び納入を完了したとき

は、その旨を発注者に通知するものとする。 

２ 発注者は、前項の規定による物品の納入完了通知を受けたときは、通知を

受けた日から１０日以内に、受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところ
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により、物品の納入の検査を行わなければならない。この場合において、発

注者は、当該検査に合格したときは、その旨を書面により受注者に通知する

ものとする。 

３ 発注者は、契約物品を事前に確認する必要があると認める場合は、中間検

査を行うことができる。その結果、合格した場合は、受注者に通知するもの

とする。 

 

（契約代金の支払い） 

第６条 受注者は、前条第２項の規定による検査に合格したときは、発注者の

指示する手続に従って契約代金の支払いを請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の請求があった日から３０日以内に、受注者に契約代金を

支払うものとする。 

 

（履行遅延の場合の違約金） 

第７条 受注者の責めに帰すべき理由により納入期日までに納入を完了するこ

とができない場合において、納入期日後に納入する見込みがあると発注者が

認めたときは、発注者は違約金を徴収して納入期日を延長することができる。 

２ 前項の違約金の額は、遅延日数に応じ、契約金額に年５パーセントの割合

を乗じて計算した額とする。ただし、違約金の総額が１００円に満たないと

きは、これを徴収しない。 

３ 発注者の責めに帰すべき理由により、前条第２項の規定による契約代金の

支払いが遅れた場合は、受注者は、その遅延日数に応じ、未受領金額に契約

日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５

６号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した

額の支払いを発注者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が  

１００円に満たないときは、発注者は、これを支払うことを要しないものと

し、その額に１００円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てる

ものとする。 

 

（危険負担） 

第８条 第５条第２項に規定する検査に合格するまでに契約物品に生じた損害

については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者

の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担するもの

とする。 

 

（契約不適合責任） 

第９条 発注者は、納入された成果物が契約の内容に適合しないもの（以下「契
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約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、修正等の履行の追完を請

求することができる。 

２ 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、

その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて

代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する

場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求できる。 

（１） 履行の追完が不能であるとき。 

（２） 受注者が履行の追完を拒絶する意思を表示したとき。 

（３） 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期

間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合に

おいて、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 

（４） 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をして

も履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 

３ 受注者が、契約の内容に適合しない成果物を発注者に引き渡した場合にお

いて、発注者がその不適合を知った日から１年以内にその旨を受注者に通知

しないときは、発注者は、その不適合を理由として履行の追完の請求、損害

賠償の請求、代金の減額の請求及び契約の解除をすることができない。ただ

し、成果物を発注者に引き渡したときにおいて、受注者がその不適合を知り、

又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第１０条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、

又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合

は、この限りではない。 

２ 受注者は、物品を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目

的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、

この限りではない。 

 

（契約の解除） 

第１１条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契

約を解除することができる。 

 （１）本契約の条項に違反したとき。 

 （２）その責めに帰すべき事由により納入期日に契約物品を納入する見込みが

ないと明らかに認められるとき。 

 

（契約の効力） 

第１２条 本契約は久喜市議会の議決を得るまでは仮契約とし、同議会の議決
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を得たる後、本契約としての効力を有する。 

 

（定めのない事項等） 

第１３条 この契約に定めのない事項又はこの契約の条項について疑義が生じ

た場合については、久喜市契約規則によるほか、必要に応じて発注者と受注

者とが協議して定める。 

 

 この契約の成立を証するため、本書２通を作成し、発注者、受注者記名押印

のうえ、それぞれ１通を保有する。 

 

 

令和７年７月２８日 

 

 

埼玉県久喜市下早見８５番地の３ 

発注者  久喜市  

久喜市長 梅 田 修 一 

 

 

埼玉県さいたま市北区宮原町二丁目４５番地１ 

受注者  リコージャパン株式会社 デジタルサービス営業本部 

埼玉支社 公共文教営業部 

部長 細 沼 克 弘 
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物品概要 

（久喜市立小・中学校 学習用端末） 

 

１ 学習用端末 

 ・型  式  Lenovo500e Chrombook Gen4s 

 ・性  能  CPU：インテル N100 プロセッサー 

        メモリ：8GB 

        ストレージ：64GB 

        ディスプレイ：11.6 インチ 

 ・数  量  11,424 台 

 

２ ソフトウェア 

 ・端末管理ソフト Chrome Education Upgrade 

・学習支援ソフト ミライシード 

こども Suite 

Yomokka！ 

SKYMENU Cloud Monitoring Edition 

・フィルタリングソフト  

Inter CLASS filtering Service          

 ・数  量    各 11,424 ライセンス 

 

３ 端末カバー 

 ・ハードケース 

 ・数  量   11,424 個 
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